
新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について

新規学校卒業者に対する事業主の一方的な都合による採用内定取消しは、そ
の円滑な就職を妨げ、対象となった学生及び生徒本人並びに家族に計り知れな
いほどの打撃と失望を与えるとともに、社会全体に対しても大きな不安を与え
るものであり、決してあってはならない重大な問題です。

このため、事業主に対してハローワーク等への事前通知を法令で定めるとと
もに、採用内定取消し等の防止について考慮すべき事項を「青少年の雇用機会
の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者
等その他の関係者が適切に対処するための指針」で定めているところです。

職業安定法施行規則においては、ハローワークによる内定取消し事案の一元
的把握、事業主がハローワークに通知すべき事項の明確化を図ることにより、
企業に対する指導など内定取消し事案への迅速な対応を図るとともに、採用内
定取消しの内容が厚生労働大臣の定める場合に該当するときは、学生生徒等の
適切な職業選択に資するため、その内容を公表することができることとされて
います。
（職業安定法施行規則第１７条の４第１項）

新規学校卒業者の採用をお考えの事業主の皆様には、このような趣旨等をご
理解いただき、適正な採用計画の下、募集・採用活動を進めていただくととも
に、採用内定取消しが行われることのないようにお願いします。

新規学校卒業者の採用内定取消しを行おうとする事業主は、あらかじめハ
ローワーク及び施設の長(注)に通知することが必要となります。

（職業安定法施行規則第３５条第２項）

(注)職業安定法第２７条に基づきハローワークの業務の一部を分担する学校の長又は同法第３３条の２に
基づき無料の職業紹介事業を行う学校等の長

ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握

新規学校卒業者の採用内定取消しを行おうとする事業主は、人材開発統括官
が定める様式(注)により、ハローワーク及び施設の長に通知することが必要とな
ります。

（職業安定法施行規則第３５条第２項）

(注)所定の様式には、内定取消し者数、内定取消しを行わなければならない理由、内定取消しの回避のため
に検討された事項、対象学生等への説明状況、対象学生等に対する支援の内容等を記載する必要があります。

事業主がハローワーク等に通知すべき事項の明確化


